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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年８月１３日 １３時４０分ごろ 

発生場所 静岡県松崎港 

松崎港西防波堤灯台から真方位３０７°３００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４５.５′ 東経１３８°４６.２′） 

事故の概要  水上オートバイレインボーは、北進中、水上オートバイマリーナ号

は、遊走中、両船が衝突した。 

 レインボーは、船長が負傷し、操舵ハンドルの欠損等が生じ、ま

た、マリーナ号は、船長が負傷し、船首部に破損を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年８月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 水上オートバイ レインボー、０.２トン 

２３５－５００７３東京、個人所有 

３.１０ｍ×１.１５ｍ×０.４９ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１７８kＷ、平成２４年４月 

Ｂ 水上オートバイ マリーナ号、０.１トン 

２４１－１９７７８東京、個人所有 

２.８５ｍ×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１８８kＷ、平成２１年８月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４３歳 

特殊小型船舶操縦士 

免許登録日  平成２４年３月２９日 

免許証交付日 平成２４年３月２９日 

      （平成２９年３月２８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４２歳 

特殊小型船舶操縦士 

免許登録日  平成２６年６月２０日 

免許証交付日 平成２６年６月２０日 

      （平成３１年６月１９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 重傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 
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 損傷 Ａ 操舵ハンドルが欠損、船体前部に破損 

Ｂ 船首部に破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風速 約２.７m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約２８℃ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ｂ船及び友人の水上オートバイ

と共に静岡県西伊豆町安
あ

良
ら

里
り

漁港から松崎港まで遊走した後、友人の

水上オートバイと共に低速で北進した。 

 Ａ船は、船長Ａが、右舷方の海岸をしばらくの間見ていた後、左舷

方を見たところ、接近しているＢ船に気付いたが、どうすることもで

きず、平成２７年８月１３日１３時４０分ごろ、Ａ船の左舷前部とＢ

船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、Ａ船に乗り上げたＢ船によって右舷方に飛ばされて落水

したが、Ｂ船に泳ぎ着いて救助され、来援した他の水上オートバイに

乗り移って西伊豆町大浜海岸に運ばれた後、救急車で病院に搬送さ

れ、左足膝蓋骨骨折と診断された。 

 Ａ船は、知人のプレジャーボートで安良里漁港にえい
．．

航された。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、Ａ船と共に安良里漁港から松崎

港まで遊走した後、Ａ船及び友人の水上オートバイから離れ、遊走を

再開した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船及び他の水上オートバイより先行して約５

～１０km/h の速力（対水速力、以下同じ。）で左旋回及び右旋回を繰

り返し、右旋回した際、危ないという叫び声を聞いて船首方至近にＡ

船がいることに気付き、ハンドルを左へとったものの、Ａ船に衝突し

た。 

船長Ｂは、Ｂ船がＡ船の左舷から前部へ乗り上げ、左舷に傾斜した

際に落水し、泳いで船長Ａに近づいて安否を確認した後、Ｂ船に戻

り、泳いで来た船長ＡをＢ船に引き揚げた。 

Ｂ船は、船長Ａが他の水上オートバイに移乗した後、Ａ船を大浜海

岸沖までえい
．．

航して知人のプレジャーボートに渡し、最寄りの港に着

いた。 

船長Ｂは、左腕に打撲を負った。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、低速で北進中、Ｂ船も左舷方を並走していると思ってい

た。 

 船長Ｂは、Ｂ船がＡ船及び他の水上オートバイより先行して遊走し

ていたので、付近に他船はいないものと思っていた。 

 船長Ｂは、本事故時、急旋回して波を立てるのを楽しんでいた。 

 船長Ａは、約３年前から計１２０時間程度水上オートバイに乗って

いた。 

 船長Ｂは、約２年前から２０回程度水上オートバイに乗っていた。 
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船長Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、松崎港を北進中、船長Ａが、右舷方の海岸を見ていて左舷

方の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船が接近している

ことに気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、松崎港において、約５～１０km/h の速力で左旋回及び右

旋回を繰り返しながら遊走中、船長Ｂが、Ａ船及び他の水上オートバ

イより先行していたので、付近に他船はいないものと思い、周囲の見

張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に気付かずに旋回し、

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、松崎港において、Ａ船が北進中、Ｂ船が遊走中、船長Ａ

が、右舷方の海岸を見ていて左舷方の見張りを適切に行わず、また、

船長Ｂが、Ａ船及び他の水上オートバイよりも先行していたので、付

近に他船はいないものと思い、周囲の見張りを適切に行っていなかっ

たため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時、見張りを適切に行い、他の船舶に接近しないように注意す

ること。 

・水上オートバイで旋回するときは、旋回方向の安全を確認するこ

と。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年８月１３日 

１３時４０分ごろ発生） 

× 

松崎港西防波堤灯台 

西伊豆町 

松崎町 


